
 

野良猫などが庭や花壇、畑に侵入し、ところかまわずフンや尿をしていくことに悩まさ

れている方も多いと思います。そうした方々のために、猫避けの方法として、インターネッ

ト等でとりあげられている情報をまとめました。 

★猫は縄張り意識が高い生き物 
猫が敷地内の特定の場所に侵入してくるのは、猫がその場所を居心地がいいと感じて

いるからです。「犬は人につき、猫は家につく」という言葉があるように、猫は極めて縄張

り意識が高く、一度自分のテリトリーと決めた場所には、執念深く居座ります。そのため、

猫避けの取り組みは猫との根競べであると言えます。 

★猫にとって「居心地の悪い場所」に変える！ 

居心地のいい場所に居付くということは、逆に言えば、その場所を猫にとって居心地

の悪い環境にすることで、「ここは不快な場所だ」「ここでオシッコやウンチをすると嫌な

思いをする」と学習させ、猫を寄り付かなくさせることができます。 

★猫避けのコツ 

 猫の個体差（性格、加齢など）により、ある場所で上手くいった猫避けが、他でも必ず有

効とは限りません。また、方法によっては雨や雪で効き目が薄れたり、始めは効いていた

のに、だんだんと猫が慣れてしまったりすることもあります。複数の方法を組み合わせて

試す、根気強く継続して行うなどの取り組みが重要です。 

 

 

 

★猫への虐待行為は絶対にダメ 

猫のフン害や尿によるマーキング行為が酷いからといって、猫の生命や身体に危害を

加えるような行為は、絶対に行わないでください。 

【動物愛護法 第４４条】 

・愛護動物をみだりに殺傷した場合…５年以下の拘禁刑または五百万円以下の罰金 

・愛護動物に虐待を行った場合…１年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金 

自宅の猫避けの

方法について

≪猫避けの３つのポイント≫ 

①猫の嫌がるもの、警戒するものを使う 

②猫に慣れさせない（複数の方法を使う） 

③根気強く対策を続ける 



 

・ 水入りのペットボトル …猫避けには効果が無いだけでなく、設置する場所によっては、太陽光による 

「収れん火災」の危険性があります。 

・ クレゾール石鹸液   …強い刺激臭や人体・環境への影響があるため、使用しないでください。 

・ 木酢液、ニンニク等 …人にとっても強烈なにおいに感じられるため、使用場所や量によってはご近所 

トラブルに発展するおそれがあります。使い始める前に近隣の方に一言伝える、設置

場所や希釈する水の量を調整するなどしてください。 

・ ミント類全般     …極めて強い繁殖力を持ち、庭の他の植物を駆逐するおそれがあります。近隣の 

ガーデニングや畑に被害を与えることもあるため、地面への直植えはしないでくだ

さい。※鉢植えの場合も、地面と遮断しないと地下茎を伸ばして繁殖します。 

①猫の嫌がるにおいを利用する 

■ 食用酢、木酢液、漂白剤、ハッカ油 

水で３倍～10 倍に薄め、地面に散布したり、布やスポンジに染み込ませて猫

の通り道に置いたりします。（空き缶等に入れると効果が持続します） 

■ コーヒー粕、ドクダミ茶等の茶殻、ニンニク、唐辛子、カレー粉 

 地面に散布する、刻んだものを目の細かい網に入れて吊るすなどします。 

■ ハーブなどのにおいの強い植物 

 猫に近寄られたくない場所に鉢植えを置くなどします。猫の嫌いなにおいのハーブとしては、ゼ

ラニウム、ローズマリー、ミント、マリーゴールド、カニナハイブリッドなどがあります。 

※ 逆に、キャットニップ（イヌハッカ）、レモングラスなど、猫の好むハーブもあります。 

■ 忌避剤、フェリウェイ 

 忌避剤はペットショップやスーパーで購入できます。フェリウェイとは猫用フェロモン製剤の一種

で、動物病院等で購入できます。いずれも猫に寄り付かれたくない場所に散布します。 

②猫に不快感を与える場所・形状を利用する 
■ 防犯砂利、バークチップ（園芸用樹皮片）、枯れ枝、卵の殻、トゲトゲシート 

 猫は肉球への刺激を嫌うため、これらを猫の寄り付く場所や通り道に散布・設置します。 

■ 水や灰をまく 

 猫は水に濡れたり、足裏が汚れたりするのを嫌がります。 

③音や刺激で猫を追い払う 
■ センサー感知式のブザーや超音波発生装置 

 猫が通ると反応し、音で追い払います。 

■ 水鉄砲 

 水を嫌がる習性を利用します。ただし、人が撃っていると分かると不在時を狙うようになった

り、目撃した方から動物虐待を疑われたりするおそれもあるため、注意が必要です。 

★猫を多少許せる方は、こんな方法も 
プランターや育苗箱に砂を入れた猫トイレを作ってやり、そちらにフンや尿をするよう誘導する

ことで、庭や畑へ被害が及ぶのを防ぐという方法もあります。 

≪注意事項≫ 
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